
光
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ひ
か
り
電
話
を

自
宅
・
事
業
所
に
導
入
し
ま
せ
ん
か
？

　

市
は
、平
成
26
年
度
か
ら
平
成
30
年
度
に

か
け
て
、市
内
全
域
に
光
フ
ァ
イ
バ
ー
ケ
ー

ブ
ル
を
整
備
し
て
い
ま
す
。こ
の
光
フ
ァ
イ

バ
ー
ケ
ー
ブ
ル
を
自
宅
や
事
業
所
内
に
引
き

込
む
こ
と
で
、光
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ひ
か

り
電
話
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
（
提
供
：
Ｎ
Ｔ
Ｔ

西
日
本
㈱
）を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

光
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、高
速
で
大
容
量（
１

G
bps

）の
情
報
を
送
受
信
す
る
こ
と
が
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。日
常
生
活
や
事
業
所
の

活
動
に
大
き
く
貢
献
す
る
も
の
に
な
る
と
期

待
し
て
い
ま
す
。

光
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ひ
か
り
電
話
の

利
用
に
は
市
へ
の
申
請
が
必
要
で
す

　

市
内
で
光
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

た
め
に
は
「
告
知
端
末
使
用
申
請
書
（
以
下

『
申
請
書
』と
い
う
。）」の
提
出
が
必
要
で
す
。

告
知
端
末
は
「
緊
急
情
報
」や
「
行
政
情
報
」

を
音
声
で
お
知
ら
せ
す
る
た
め
の
装
置
で
す

が
、こ
の
装
置
の
設
置
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

こ
の
申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。庄
原
市

に
住
民
票
が
あ
り
、記
載
の
住
所
に
告
知
端

末
を
設
置
す
る
場
合
と
、市
内
事
業
所
に
設

置
す
る
場
合
は
、回
線
利
用
の
初
期
費
用
を

市
が
負
担
し
ま
す
。※
工
事
内
容
に
よ
っ
て

は
実
費
が
か
か
り
ま
す
。

平成29年度整備エリアとサービス開始予定時期

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
！

　

平
成
29
年
度
ま
で
に
利
用
が
可
能
と

な
る
地
域
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。
会
場
で
は
Ｎ
Ｔ

Ｔ
西
日
本
㈱
が
個
別
相
談
に
応
じ
ま

す
。
複
数
回
線
の
申
請
な
ど
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

と
き

７
月
19
日
㈬
・
８
月
17
日
㈭
・
９
月
15

日
㈮

11
時
～
15
時

と
こ
ろ

庄
原
市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
民
ホ
ー
ル

　

住
民
告
知
端
末
お
よ
び
ひ
か
り
電

話
や
光
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
導
入
の

初
期
費
用
（
２
万
２
８
０
０
円
）

の
市
の
負
担
期
限
は
、住
民
告
知

放
送
の
サ
ー
ビ
ス
が
市
内
全
域
で

開
始
し
た
日
か
ら
1
年
を
経
過
す

る
日
（
平
成
31
年
10
月
上
旬
の
予

定
）ま
で
で
す
。設
置
を
希
望
す
る

方
は
お
早
め
に
申
請
を
！

管
財
課
情
報
政
策
係　
　
　

☎
０
８
２
４‐73‐１
１
１
３

行
政
管
理
課
広
報
統
計
係　

☎
０
８
２
４‐73‐１
１
５
９

光
エ
リ
ア
拡
大
中
！

平成29年度整備エリア サービス開始（予定）時期

【西城電話交換所管内】　西城地域全域 ４月

【八鉾電話交換所管内】　八鉾地域全域 ５月

【庄原電話交換所管内（都市計画区域外）】（平成27・28年度整備地域を除く）　宮内町、永末
町、大久保町、高町、川西町、小用町、実留町、新庄町、是松町、高門町、川北町、濁川町、門田町 ８月

【庄原赤川電話交換所管内】　本村町、上谷町、峰田町、春田町 ９月

※本年度の整備により、庄原・西城・東城地域の全域で光インターネット・ひかり電話が利用できることになります。
※上記以外に平成30年度整備エリアにおいて、設計のため調査に入る場合があります。
※一部地域でサービス開始時期が異なる場合があります。

住
民
告
知
端
末
を

設
置
し
ま
し
ょ
う
！

光エリア拡大中！

光
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ひ
か
り
電
話
の

導
入
の
相
談
を
し
ま
し
ょ
う
！

　
「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
中
国
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
８
０
０
‐
２
０
０
‐

３
４
９
９
）」は
、光
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ひ
か

り
電
話
の
利
用
や
、申
し
込
み
内
容
に
つ
い
て

お
悩
み
の
方
が
利
用
で
き
る
、庄
原
市
専
用
窓

口
で
す
。ま
ず
は
電
話
で
相
談
し
て
、申
し
込

み
か
ら
利
用
開
始
ま
で
調
整
を
し
ま
し
ょ
う
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
事
業
所
の
規

模
、利
用
形
態
に
よ
っ
て
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
㈱

の
担
当
者
に
引
き
継
が
れ
ま
す
。電
話
回
線
を

３
回
線
以
上
ご
利
用
の
場
合
も
ビ
ジ
ネ
ス
対

応
の
担
当
者
に
引
き
継
が
れ
ま
す
。こ
の
窓
口

で
、使
用
目
的
に
あ
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環

境
を
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

申
請
書
の
提
出
は
こ
ち
ら

　

申
請
書
は
市
役
所
本
庁
舎
行
政
管
理
課
、管

財
課
、西
城
支
所
総
務
室
、東
城
支
所
総
務
室

に
設
置
し
て
い
ま
す
。各
課
・
室
で
提
出
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。記
入
、押
印
を
し
て
ご
提

出
く
だ
さ
い
。申
請
書
の
郵
送
を
希
望
す
る
方

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。※
申
請
後
、Ｎ
Ｔ
Ｔ
西

日
本
中
国
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
か

ら
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
確
認
や
工
事
内
容
の
決

定
の
た
め
２
回
電
話
が
か
か
っ
て
き
ま
す
。
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